
諸外国の法曹人口の比較

１．法曹人口

人　　口
法曹人口

（対人口１０万比）
裁判官 検察官 弁護士

47,347

（７９．０９）

1,072,863

（３６５．３５）

25,213

（１９．７５）

※

２．フランス及びアメリカ並みの法曹人口数に達するための司法試験合格者数について。

○フランス ５年の場合
８年の場合

○アメリカ ５年の場合
８年の場合

３．フランス及びアメリカの法曹人口比率に達するための司法試験合格者数について。

○フランス ５年の場合
８年の場合

○アメリカ ５年の場合
８年の場合

（注） 日本の法曹人口については，減少分がないものとして試算し，フランス及びアメリカの法曹人口につい
ては，増加分がないものとして試算している。

（単位：人）

毎年２０９，５３０人の司法試験合格者が必要となる。
毎年１３０，９５６人の司法試験合格者が必要となる。

１，０７２，８６３人（アメリカの法曹人口）－２５，２１３人（日本の法曹人口）＝１，０４７，６５０人（不足
数）
　　１，０４７，６５０人÷５年＝２０９，５３０人／年
　　１，０４７，６５０人÷８年＝１３０，９５６人／年

１．「裁判所データブック２００５」から抜粋。
２．日本の裁判官数は，簡裁判事を除いた数。
３．日本の検察官数は，副検事を除いた数。

毎年４，４２７人の司法試験合格者が必要となる。
毎年２，７６７人の司法試験合格者が必要となる。

４７，３４７人（フランスの法曹人口）－２５，２１３人（日本の法曹人口）＝２２，１３４人（不足数）
　　２２，１３４人÷５年＝４，４２７人／年
　　２２，１３４人÷８年＝２，７６７人／年

1,006,783

21,205日　　本 127,687,000 2,460 1,548

フランス 59,862,000 5,257 1,857 40,233

アメリカ 293,655,404 31,281 34,799

毎年５５，２２５人の司法試験合格者が必要となる。

　　法曹人口比率（１０万人比）＝Ａ（法曹人口）÷１２７，６８７，０００人（日本の人口）＊１００，０００
　　　　法曹人口比率（１０万人比）が３６５．３５人のとき，Ａ＝４６７，０１５人
　　　　４６７，０１５人（Ａ）－２５，２１３人（日本の法曹人口）＝４４１，８０２人（不足数）
　　　　４４１，８０２人÷５年＝８８，３６０人／年
　　　　４４１，８０２人÷８年＝５５，２２５人／年

毎年１５，１５５人の司法試験合格者が必要となる。
毎年９，４７２人の司法試験合格者が必要となる。

　　法曹人口比率（１０万人比）＝Ａ（法曹人口）÷１２７，６８７，０００人（日本の人口）＊１００，０００
　　　　法曹人口比率（１０万人比）が７９．０９人のとき，Ａ＝１００，９８８人
　　　　１００，９８８人（Ａ）－２５，２１３人（日本の法曹人口）＝７５，７７５人（不足数）
　　　　７５，７７５人÷５年＝１５，１５５人／年
　　　　７５，７７５人÷８年＝９，４７２人／年

毎年８８，３６０人の司法試験合格者が必要となる。




